
ＪＳＴ基本コース指導者養成研修実施要領

１ 目 的

ＪＳＴ（人事院式監督者研修）基本コースの指導者を養成します。

２ 対象者及び定員

新任係長研修の講師をすることが確定し、又は予定している職員 ３２名（各回１６名）

ただし、資格保有者を除きます。

３ 実施期日

第１回 令和３年５月１１日(火)・１２日(水)・１８日(火)・１９日(水) 

第２回 令和３年５月１３日(木)・１４日(金)・２０日(木)・２１日(金) 

４ 研修内容及び時間

別紙１～２ 日程表のとおり

５ 会 場

愛知県自治研修所 ７０３教室

名古屋市中区丸の内二丁目５番１０号 電話０５２（２２３）３９０５

６ 受講者情報

「令和○○年度○○研修の講師確定又は予定」と記入してください。

７ 研修方法

人事院式監督者研修(ＪＳＴ)基本コース指導者養成研修の実施に関する規程による講義、
討議、実習

８ 講 師

一般財団法人公務人材開発協会派遣による講師

９ 教 材

テキスト、指導・運営の手引き等

※研修センターで購入し、当日配付します。

１０ その他

 事前課題については、後日配付します。

１１ 新型コロナウイルス感染症の感染対策について

 ・発熱や体調不良を感じたら、無理をせず欠席（早退）してください。

 ・手洗い・消毒をこまめに行うほか、マスクの着用や咳エチケットに努めてください。

 ・適宜換気を行いますので、御理解と御協力お願いします。

 ・政府等の方針その他情勢に伴い、研修の延期、中止の判断をする場合があります。

  最新の情報はホームページ（http://www.a-kenshu.jp）を御確認ください。


